


新潟県後期高齢者医療広域連合関係市町村負担金要綱 

新旧対照表  

新 旧 

新潟県後期高齢者医療広域連合関係市町村負担金要綱 新潟県後期高齢者医療広域連合関係市町村負担金要綱 

平成２０年３月２４日 平成２０年３月２４日 

告示第６号 告示第６号 

（負担金の算定方法） 

第３条 前条各号に掲げる負担金の額は、広域連合規約別表  に基

づき算定する。 

（負担金の算定方法） 

第３条 前条各号に掲げる負担金の額は、広域連合規約別表第２に基

づき算定する。 

２ （略） ２ （略） 

３ （略） ３ （略） 

 

附 則 

この告示は、令和８年６月２５日から施行する。 


